
九重町の介護保険事業の特徴と決算報告
●お問い合わせ　地域共生支援課　☎０９７３－７６－３８２１

　介護サービスにかかる費用は、公費負担（国や大分県、九重町）と 40 歳以上の皆さんに納めていただいた保険料、
自己負担金（各サービス費用の 1 割～ 3 割）を財源に運営しています。
　令和６年度の歳出総額は、14 憶 3,721万円でした。歳出の主な内訳としては、施設サービス費が 6 億 1,412万円
と在宅サービス費が 6 憶 2,107万円となっており、大半を占めています。

　九重町では、九重町第９期介護保険事業計画（令和６年度～８年度）の基本理念である、
「助け合い、みんなで支えるまちづくり」を推進してきました。
　引き続き、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続し、いつまでも元気に暮らす
ことが出来るように介護予防事業（いきいき夢サロン事業、ほほ笑み教室、短期集中リハ
ビリ教室等）を行っていきます。

1 令和６年度決算の概要

国庫支出金 4憶941万円

県支出金 2憶1,609万円

町支出金 1億9,410万円

第 2号被保険者保険料 3憶8,332万円

第 1号被保険者保険料 2憶4,049万円

諸収入 7,646万円

施設サービス費
（特別養護老人ホーム、介護老保健施設など） 6憶1,412万円

在宅サービス費
（訪問サービス、通所サービスなど） 6憶2,107万円

地域支援事業
（介護予防推進など） 4,895万円

居宅サービス計画（ケアプラン作成） 5,747万円

特定入居者介護サービス費 5,271万円

高額介護サービス費など 2,173万円

返納金・積立金など 2,116万円

〔歳入〕 15憶1,987万円 〔歳出〕 14 憶3,721万円

財源割合（利用者負担除く）

保険料 46％公費　54％

歳入 歳出

国庫支出金
２7％ 

地域支援事業  
3％ 

施設サービス費 
43％ 

在宅サービス費 
43％ 

居宅サービス計画費 
4％ 

高額介護
サービス費など  

2％ 

返納金・
積立金など  

1％ 

特定入所者介護
サービス費 

4％ 

諸収入 5％ 

県支出金
14％ 

一般会計繰入金
13％ 第1号被保険者

保険料
16％ 

第2号被保険者
保険料
25％ 

広報ここのえ　2026.2月号広報ここのえ　2026.2月号 66



県内の市町村に比べ、施設サービス費の割合が高くなっており、
また、要介護 1と要介護 2 の施設サービスの利用割合は最も高くなっています。

施設サービスと比較して、在宅サービスの利用割合は県内の平均を下回っています。

2 九重町の介護保険事業の特徴 （出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報
（時点）令和7年(2025年)７月

※①②ともに第１号被保険者数に対する受給者数の割合

①受給率（施設サービス）（要介護度別）

②受給率（在宅サービス）（要介護度別）
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　高額介護合算療養費とは、毎年８月から翌年７月
までの１年間に支払った医療保険と介護保険の自己
負担額の合計額が基準額を超えた場合に、その超
えた額について支給される制度です。大分県後期高
齢者医療制度の被保険者で支給が見込まれる方に、
令和８年２月にお知らせの文書と支給申請書を送付し
ます。支給申請書に必要事項を記入し、九重町役
場地域共生支援課で申請手続きをしてください。

●お問い合わせ 
　地域共生支援課　☎０９７３－７６－３８２１

高額介護合算療養費の
お知らせを送付します

後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

【申請に必要な書類】
●支給申請書　●お知らせの文書
●通帳等（口座情報が確認できるもの）
●後期高齢者医療資格確認書
●介護保険被保険者証
●マイナンバーカード等（マイナンバーを確認できるもの）
　※�申請者（代理人を含む）の身元確認ができるもの（運転免

許証等）

大分県後期高齢者医療広域連合
　　　　　　　　　☎０９７－５３４－１７７１

　環境緑化運動の一環として、緑化木の配布を
下記の日程で行います。

　なお、数に限りがありますので来場者多数の場
合は、本数の制限をさせていただくことがあります。
　当日は募金活動を実施しますので、『緑の募金』
にご協力をお願いします！

【配布日時】　 3 月3日（火）午後５時 30分～
　　　　　　（なくなり次第終了します）

【配布場所】　九重町役場玄関前
【配布予定樹種】

●お問い合わせ 
　　　　農林課　☎０９７３－７６－３８０４

環境緑化用樹木を配布します

種類 配布
予定本数 種類 配布

予定本数

ヤマボウシ ２０ ハマヒサカキ ２０

アオキ ２０ イロハモミジ ２０

ミツバツツジ ２０ ゲッケイジュ ３４

ドウダンツツジ ４０ オリーブ ４０

トキワマンサク( 白) ２０ マホニアコンフューサ ２０

ブルーベリー ６

おおいた広域窓口サービス終了のお知らせ
●お問い合わせ　住民環境課　☎０９７３－７６－３８０２

　これまで大分県内17市町の窓口で住民票の写し、戸籍謄・抄本など各種証明書を取得できる「おおいた広域窓
口サービス」を実施しておりましたが、令和 8 年3月31日をもちまして終了することとなりました。ご不便をおかけい
たしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
　サービス終了後の証明書の取得方法については、発行元の市町にお問い合わせください。
　九重町では窓口での取得・郵送請求のほか、住民票についてはオンライン請求での取得が可能です。また、戸籍
謄本などは令和 6 年 3 月1日から戸籍の広域交付が開始されており、本籍地以外の市区町村でも取得できるように
なっていますのでご利用ください。

大分県内 17 市町で実施しております「おおいた広域窓口サービス」は、

これまで、本サービスで対応してきた他市町の証明書の請求方法は、
各市町にお問い合わせください。

令和８年３月３１日をもちまして終了いたします。
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日田税務署確定申告会場への来場を検討されている方へ

税務課からのお知らせ

●お問い合わせ　税務課　☎０９７３－７６－３８０３

●お問い合わせ　税務課　☎０９７３－７６－３８０３

　申告会場への入場には、時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は、LINE の友達追
加を通じたオンライン事前発行と当日配布分があります。配布状況によっては、後日の来場をお願いする場合があり
ます。

　・開催期間　令和８年２月１６日（月）から３月１６日（月）の平日
　・開催場所　日田税務署（日田市田島２丁目７-１）
　・電　　話　0973（２３）２１３６　※自動音声案内　確定申告に関する相談は「０」を選択
　・受付時間　午前９時から午後４時まで　
　・申告・納税期限　所得税・贈与税令和８年３月１６日（月）まで 個人事業者の消費税令和8年３月３１日（火）まで

　同期間中、九重町役場においても申告受付を実施しておりますが、青色申告、相続税、贈与税、消費税などは
日田税務署での受付となります。また、住宅ローン控除 1 年目、先物取引等　同会場では対応出来ない場合には、
日田税務署へのご案内となることをご了承下さい。

LINE アプリから国税庁 LINE 公式アカウントを友だち追加
※�� 「友だち追加」ボタンをタップ、二次元コードを読み込むほか、国税庁 LINE 公式アカウント別ウィ　　
�　ドウで開きます（外部サイト）から友だち登録できます。

「メインメニュー」タブの「確定申告相談の申込（個人の方）」を選択

税務署や来場希望日時を選択

内容を確認して「申込」をタップすれば完了。
入場時に申込完了画面を提示してください。

申告の相談は、ご自宅からお電話やチャットボット（ふたば）でも可能です。
（国税相談専用ダイヤル：0570-00-5901 ※ナビダイヤル）

■オンライン事前予約方法

農耕トラクター等の小型特殊自動車はナンバー登録が必要です！
　農耕用で乗用装置があるトラクター等や、フォークリフト等の小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず、
所有していればナンバープレートの申請手続きが必要です。

軽自動車の廃車手続きは３月３１日までに！
　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日に登録があるものに課税されます。
所有しないバイクやトラクター、軽自動車等がある方については、３月３１日までに廃車の手続きをしない場合、令和
８年度も課税されますので早めの手続きをお願いします。
手続き先については下記をご参考ください。

原付バイク（125㏄以下）小型特殊自動車（トラクター等） 九重町役場　税務課

四輪の軽自動車（乗用・貨物用） 大分県軽自動車協会 又は 住所地の軽自動車協会

軽二輪（125㏄超250㏄以下）／二輪の小型自動車（250㏄超） 大分県陸運局 又は 住所地の陸運支局、検査登録事務所

▲�国税庁サイト
　確定申告会場
　事前予約方法

ステップ１

ステップ 2

ステップ 3

ステップ 4
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入学・就職・転勤等による引っ越しで、住所を異動される方は「正確な住所の届出 」が必要です！

家畜・家きんの小規模飼育者の定期報告について

●お問い合わせ　住民環境課　☎０９７３－７６－３８０２

●お問い合わせ　農林課　☎０９７３－７６－３８０４

　住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居届など）は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選
挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。忘れずに届出を行いましょう。（正当な理由がなく住民票の
異動の届出をしない場合、5 万円以下の過料に処されることがあります。）
　また、マイナンバーカードには最新の住所を記載する必要があります。転入や転居される場合は異動届とあわせ
て手続きをしましょう。

　全国各地での高病原性鳥インフルエンザ等の発生を踏まえて、家畜伝染病（法第１２条の４）に基づき、平成２４
年以降、家畜伝染病の発生予防やまん延防止のため下記の家畜・家きんを飼養されている方は、毎年１回、２月１
日時点の家畜の種類、頭羽数の報告が義務付けられています。該当の方は令和8年２月1日現在の飼養状況を
報告してください。
　定期報告書の様式は九重町役場農林課の窓口に用意しているものか、九重町ホームページの申請書ダウンロー
ドに掲載しているものをご利用ください。
※昨年、定期報告書を提出いただいた方には様式をお送りしていますので、そちらでご回答ください。

【対象動物】   ①鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥の場合100羽未満
　　　　　　②エミュー、だちょうの場合10羽未満
　　　　　　③鹿、めん羊、山羊、豚、いのししの場合６頭未満
　　　　　　④牛、水牛、馬（ポニー等を含む）の場合１頭以上
　　　　　　※上記以外の家きん等を飼養している場合は、報告の必要はありません。
　　　　　　※牛を営農目的で飼養している方は、牛についての報告は不要です。

【提 出 先】　九重町役場　農林課　畜産林業グループ　担当：須藤・植木
【提出期限】 令和８年３月２３日（月）までに定期報告書の提出をお願いします。

※ �1マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書の受取りは必要
ありません。

※ �2 マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを提
示してください。

マイナポータルを通じオンラインで
転出届を提出する
（窓口で行う必要はありません）

転出届を提出して、転出証明書を
受け取る※1

マイナンバーカードを提示の上、
転入届を提出する

窓口で転居届を提出する

転出証明書を添えて※2、転入届を
提出する

◆住民票の異動届（転出届・転入届・転居届等）の手続き方法
◎他の市町村に転出・転入する場合　※お手続きには暗証番号が必要です。

◎九重町で転居する場合　※お手続きには暗証番号が必要です。

《オンラインの届出（推奨）》
マイナンバーカードをお持ちの方

《窓口での届出》
［転出前に］ ［転出前に］

［転入した日から14 日以内に］

［転居した日から14 日以内に］

［転入した日から14 日以内に］

引越し前の
市町村

引越し前の
市町村

引越し先の
市町村

九重町

引越し先の
市町村
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「九重町物価高騰生活応援商品券」配布について

物価高騰の影響を受ける方々を支援します

●お問い合わせ　観光・地域振興課　☎０９７３－７６－３１５０

●お問い合わせ　未来デザイン推進課　☎０９７３－７６－３８７４

　九重町では物価高騰の影響を受けている町民の皆様の負担軽減を図ることを目的として、『九重町物価高騰生活
応援商品券』配布事業を実施します。

　九重町では、生活者に対する食料品等の物価高騰への支援を実施するために昨年12月に国の補正予算で拡充
された物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、以下の事業を実施します。

◎物価高騰生活応援商品券配布事業
　住民一人に対して 10,000円分の商品券を配布します。詳細は上記お知らせのとおり。

◎生活応援プレミアム商品券事業（50%）
　町内で使用できるプレミアム付商品券（50%）を発行します。10,000円で 15,000円分の商品券が購入できます。

◎畜産飼料高騰支援対策事業
　飼料高騰により経営を圧迫されている畜産農家を支援します。

◎宿泊施設物価高騰支援対策事業
　宿泊クーポンを発行することにより、物価高騰の影響を受ける宿泊事業者を支援します。

◎原材料米価格高騰緊急対策支援事業
　米の価格高騰を受け、米の加工を行う事業者を支援します。

　※個別の事業の詳細については改めてお知らせいたします。

基準日（令和８年１月１日）現在、
九重町の住民基本台帳に登録のある全町民

町民１人当たり１０,０００円
（１冊：５００円券×２０枚）

世帯ごとに、世帯人数分をゆうパック（対面受取）
で郵送します。

令和８年３月下旬から順次、発送を予定しています。
全世帯に対面受取で発送しますので、3 月下旬〜 4 月中の
配送期間を要します。あらかじめご了承ください。

令和８年４月１日（水）～令和８年６月３０日（火）

対 象 者

商 品 券

配布方法

発送時期

使用期間

商品券の受取に
お金は必要ありません。
全町民、無料です。
お金を求められた
場合は、詐欺です！
絶 対 にお金を渡さな
いでください。

 注意！ 

▲�九重町ＨＰ

【お知らせ】
５０％のプレミアム付き商品券事業（使用期間：令和８年８月１日～令和８年１０月３１日）
を実施します。詳しくは６月１７日発送の区長文書等にてお知らせ予定です。
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医療費の適正化にご協力をお願いします
●お問い合わせ　地域共生支援課　☎０９７３－７６－３８２１

　加入者の高齢化や生活習慣病などの慢性疾患の増加等の理由により医療費の増加が続いています。このまま医
療費が増加し続けると、加入者の皆さまから納めていただいている国民健康保険税の負担が重くなるだけではなく、
国民健康保険の財政が悪化し、制度の運営が難しくなります。

医療費通知を確認しましょう
　九重町では「医療費通知」を送付しています。この通知には、皆さまが使った医
療費を記載しています。受診状況を振り返り、健康づくりや、病気の早期発見、治
療に役立ててください。また、確定申告の際に医療費控除の申請に使うことができ
ますので、大切に保管してください。

お薬手帳を1冊にまとめましょう
　お薬手帳を1冊にすることで、医師や薬剤師が処方内容を確認し、薬の重複や
副作用などに気づきやすくなります。お薬は適切に服用することで皆さまの健康に繋
がります。

ジェネリック医薬品を使いましょう
　新薬の開発には、莫大な費用がかかっています。そのため特許期間が設けられ
ています。特許が切れた後に販売されるお薬が新薬と同じ有効成分を含んだジェネ
リック医薬品です。新薬に比べて低価格なため、窓口での負担が軽減されます。ジェ
ネリック医薬品の処方を希望する際は、医師や薬剤師にご相談ください。

特定健診を受けましょう
　町では、４０歳から７４歳の国保加入者に毎年「受診券」を送付しています。費用
は無料で血液検査や尿検査を中心にした健診で苦しい検査はありません。検査時
間も約１時間です。
　特定健診は、糖尿病などの生活習慣病を予防するために有効です。早期発見、
治療に繋げるため年に１回は特定健診を受診しましょう。

加入者の皆さまのご協力が健全な運営に繋がります。

「バイオシミラー」を知っていますか？
　バイオ医薬品とは、細胞や微生物がつくるタンパク質を利用して製造される医薬品です。
バイオシミラーは、ジェネリック医薬品と同様に、先行バイオ医薬品の特許期間終了後に販売されるお薬の
ことです。先行バイオ医薬品よりも安価なため、医療費を抑えることができます。
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■３月９日は「脈
みゃく

の日」

　高血圧や不整脈（心房細動）は自覚症状が現れにくいといわれています。しかし、そのままの状態で放置して
おくと、ある日突然、脳卒中や心臓病などの命に関わる病気を引き起こすことがあります。心房細動は、自分で
脈をチェックすることで、見つけることができます。高血圧と心房細動の早期発見、早期治療を行うことで、こ
れらの重篤な病気の発症を予防することができます。まずは家庭で、血圧が高くないか、不整脈はないか、チェッ
クする習慣をつけましょう。
　心房細動は、自分で脈をチェックすることで、見つけることができます。高血圧と心房細動の早期発見、早期
治療を行うことで、これらの重篤な病気の発症を予防することができます。
　まずは家庭での血圧測定、脈拍チェックの習慣をつけましょう。

　慢性腎臓病（以下、「ＣＫＤ」）は、腎臓の機能が慢性的に低下したり、尿たんぱくが継続して出たりする状態
をいい、症状が悪化すると人工透析や腎移植が必要となる病気です。腎臓は「沈黙の臓器」とも言われ、初期
の頃はほとんど自覚症状がありません。そのため、病気が進行するまで気づかない人が多くいるといわれていま
す。ＣＫＤは、糖尿病や高血圧などの生活習慣病により発症リスクが高まりますので、生活習慣を見直しましょう。
また、早期発見・早期治療のため、毎年、健康診断を受けましょう。健康診断で尿蛋白が出ている、又は腎機
能が低下していると言われたことがある方は、早めにかかりつけの医師に相談し、指示に従いましょう。

■３月第２木曜日（３月1２日）は「世界腎臓デー」

●国民年金第 1 号被保険者加入の届出（退職後の厚生年金からの変更等）
●国民年金保険料免除・納付猶予の申請
●国民年金保険料学生納付特例の申請
●国民年金付加保険料納付申出（辞退）の申出
●国民年金付加保険料該当（非該当）の届出
●国民年金保険料の産前産後免除の届出

・スマートフォンから２４時間３６５日申請ができます
・処理状況・申請結果をいつでも確認できます

１　マイナンバーカードと、マイナンバーカード交付の際に設定したパスワードを用意する
２　マイナポータルの利用者登録手続を行う
３　マイナポータル画面から「年金の手続をする」を選択し申請を行う

　マイナポータルとねんきんネットを繋げると、年金記録の確認や、将来の年金見込額の
試算ができるなど、もっと便利に使えます！
※ねんきんネットはインターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスです。

詳細は日本年金機構ホームページへ　→　https://www.nenkin.go.jp/

電子申請の対象となる手続き

電子申請のメリット

電子申請をするには

国民年金広場
国民年金の手続きは電子申請で！

●お問い合わせ　地域共生支援課　☎０９７３－７６－３８２１　
日田年金事務所　☎０９７３－２２－６１７４

上記以外の手続きについては、従来通り書類での申請が必要となります。
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九重町釣団地分譲地を販売しています！

民間賃貸住宅家賃補助事業申請（残存期間）の受付について

●お問い合わせ　観光・地域振興課　☎０９７３－７６－３１５０

●お問い合わせ　観光・地域振興課　☎０９７３－７６－３１５０

契約後、２ヵ月以内に土地代金の納入及び契約締結から２年以内に住宅建設に着手し、自ら継続して
居住することが条件となります。

　過疎対策・定住促進を目的に、釣団地内の分譲地を販売しています。若者・子育て世帯以外の方も申込可能
です。詳しくは、観光・地域振興課へお問い合わせください。

◆所 在 地：大分県玖珠郡九重町大字右田字ツル 2946-5 外

◆申込対象者：ⅰ．若者世帯（夫婦ともに 40 歳未満の世帯）
　　　　　　　    子育て世帯（18 歳未満の子を扶養している世帯）
                   ⅱ．ⅰ．に該当しない世帯 

◆申 込 期 間：毎月、月末締め
　※申込受付は月末締めとなります。同区画に複数申込みがあった場合、ⅰ. の世帯が優先されます。
　※同月内に優先順位が同じ申込者が複数いる場合は、優先同順位者で先着順となります。

◆販 売 価 格：１㎡あたり10.900円〜13,300円（区画の条件等により異なります）

◆補 助 制 度 ：若者世帯・子育て世帯には土地代金納入後に100万円を助成する制度があります。

◆申し込み方法や条件などの詳細は九重町ホームページをご覧ください。

　民間賃貸住宅家賃補助事業は、令和６年度で新規受付を終了しました。
　ただし、令和６年度までに補助を受けたことがある方は、補助期間の残り分について申請が可能です。（最長：令和
１０年３月まで）

　下半期分の申請を受け付けますので、希望される方は必要書類を添えて申請して下さい。なお新規の受付は令和７
年３月で終了していますので、ご了承下さい。

【対象期間】
令和７年１０月分～令和８年３月分

【申請受付期間】
３月２日（月）～３月３１日（火）まで（※お早めに申請してください。）
【要件等】
詳細については下記までお問合せいただくか、九重町ＨＰにてご確認ください。
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町営住宅等の入居者を募集します
●お問い合わせ　建設課　☎０９７３－７６－３８１１

●入居予定日：令和 8 年４月１日から
●敷金（入居時住宅使用料の３月分）を入居手続きの際に納入が必要です。
●申込みには、所得制限等の要件があります。応募が多数の場合は抽選会を行います。
●申込書は建設課（役場２階）に用意しています。九重町ホームページからもダウンロードできます。
●町営住宅の使用制限措置に基づき、暴力団関係者と判明した場合は、入居できません。
●入居後、住宅使用料・光熱水費と別に共益費が必要となります。
●その他、個別での確認事項がありましたら担当課までお問合せください。

募集期間：令和 8 年 2 月16 日（月） ～ 令和 8 年 2 月27日（金）平日 午前 8 時30分から午後5 時まで  　     

町
営
住
宅

地
域
優
良
賃
貸
住
宅

申
込
み
に
つ
い
て

▲九重町ＨＰ

住　     所：
募 集 戸 数：
そ の 他：
住宅使用料等：
駐車場使用料：

九重町大字松木５３５３番地の１
一般世帯向け２戸（３ＬＤＫ）２階及び３階
ＩＨクッキングヒーター（２０Ａ措置タイプ）が必要
住宅使用料は所得によって決定。
１，０００円／月・台

恵良住宅

住　     所：
募 集 戸 数：
そ の 他：
住宅使用料等：
駐車場使用料：

住　     所：
募 集 戸 数：
そ の 他：
住宅使用料等：
駐車場使用料：
基 本 減 額：

九重町大字右田６８７番地
一般世帯向け 2 戸（３ＬＤＫ）
ＩＨクッキングヒーター（２０Ａ措置タイプ）が必要
住宅使用料は所得によって決定。
１，０００円／月

九重町大字右田２０２２番地の１
新婚・子育て世帯向け 1 戸（３ＬＤＫ）
ＩＨクッキングヒーター（２０Ａ措置タイプ）が必要
７８，０００円／月
１，０００円／月（1 台分）
次のいずれかの条件を満たす方は、基本住宅使用料から２８，０００円／月を減額。

（１）�入居時点において新婚世帯で、かつ、入居日から５年を超えていない世帯又は妊娠
している者がいる世帯。

（２）�入居時点において子育て世帯又は新婚世帯で、かつ、同居の子が規則で定める学
校に在学しており、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日を迎えていない世帯。

豊後中村住宅

奥野住宅

住　     所：
募 集 戸 数：
住宅使用料等：
駐車場使用料：

九重町大字右田７８５番地の１
一般世帯向け２戸（３ＬＤＫ）2 階及び 3 階
住宅使用料は所得によって決定。
１，０００円／月・台

青山住宅

住　     所：
募 集 戸 数：
そ の 他：
住宅使用料等：
駐車場使用料：

九重町大字右田３１５０番地の１
一般世帯向け４戸（３ＬＤＫ）２階及び３階
ＩＨクッキングヒーター（２０Ａ措置タイプ）が必要
住宅使用料は所得によって決定。
１，０００円／月・台

松岡台住宅

申込書提出先：九重町役場 2 階　建設課窓口まで
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　令和８年度の障がい者スポーツ大会について、次のとおり九重町選手団としての出場者を募集いたします。
　※成績優秀者は全国障がい者スポーツ大会へ出場できる場合があります。

【参加資格】
令和８年４月１日時点で下記の要件を満たす方
　①年齢６歳以上の方
　②各種障がい者手帳又は自立支援受給者証の交付を受けている方（療育手帳・精神手帳については準ずる方も可）
　③申込時に九重町内に居住しているか、九重町内の障がい福祉サービス事業所等に入所・通所されている方
　※競技によっては参加資格が異なります。

【大会概要】
開 催 日　令和８年５月１６日（土曜日）
開催場所　クラサスドーム大分（大分市）
実施競技　陸上競技（競争・跳躍・投てき）、フライングディスク・その他
備　　考　競技によっては開催日や開催場所が異なることがあります。

【募集締切】
令和８年３月１３日（金曜日）
※実施競技や大会参加についての詳細は地域共生支援課までお問い合わせください。

●お問い合わせ 　地域共生支援課　☎０９７３－７６－３８２１

第２１回大分県障がい者スポーツ大会出場者募集！！！

～３月は自殺対策強化月間です～
●お問い合わせ　地域共生支援課　☎０９７３－７６－３８２１

　進学、就職、転勤など環境が変わることに不安を感じていませんか？年度末で仕事が忙しく、心や体が疲れていま
せんか？誰かに相談することで、気持ちが落ち着くかも知れません。相談窓口では、相談担当スタッフに気軽に相談で
きます。また、直接話しにくいときは、ＳＮＳを利用することもできます。もし、ご家族、友人、同僚など、身近な人の
様子がいつもと違うと感じた場合には、じっくりと耳を傾け、相談窓口を紹介してみてください。

☎ 097-536-4343（毎日 24 時間）
☎ 0120-783-556（毎日 16：00 ～ 21：00・毎月 10 日 8：00 ～ 11 日 8：00）

大分いのちの電話

☎ 097-542-0878（平日 9：00 ～ 12：00・13：00 ～ 16：00）
こころの電話（大分県こころとからだの相談支援センター）

LINE ID：＠ 913kaiae（水・金 19:00 ～ 22:00）※大分県公認心理師協会・県委託事業
こころの相談（チャット）

☎ 0973-23-3133（医師による相談日もあります）
大分県西部保健所

☎ 0973-76-3838
九重町保健福祉センター

☎ 0120-511-658（毎日 24 時間・通話料無料）
ここのえ健康ダイヤル
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　難聴の方との会話は、話す側にも工夫が必要です。
　難聴の方は、何度も聞き返すことは相手に対して悪いと感じてしまい、聞き
返すことを諦め理解したふりをすることや、会話をすることが億劫になり、多く
の方が無口になる傾向があります。
　今回は、１「難聴の種類」と２「難聴のある方に対して聞き取りやすい話し方」
を紹介します。

１「難聴の種類」
伝音難聴：音が伝わりにくくなる難聴です。基本的には、音を大きくすれば聞き取りやすくなります。
感音難聴：�内耳より奥（聴神経、脳）の障害による難聴です。単に音を大きくするだけでは不十分で、脳が分析しやす

い話し方（単語）が求められます。
混合難聴：伝音難聴と感音難聴が同時に発生している難聴です。

２「難聴のある方に対して聞き取りやすい話し方」
①�相手の補聴器をつけている側（聞こえやすい側）に立ち、ゆっくり話します。この時大きすぎる声は聞こえにくい場合

があります。なるべく低い声で話すと聞こえやすい場合があります。
②�相手の正面から、通常の声の大きさで、ゆっくり、はっきりと話します。音量が適切であれば、言葉が伝わりやすく

なり、視覚情報が聞き取りの助けになります。
③�単語一つ一つを区切って強調します。例えば「明日は台風が来るので、運動会は中止になったよ」という文章なら、「明

日」「台風」「運動会」「中止」といった、重要な言葉を意識的に伝えることで、難聴者が全体の内容を推測しやす
くなります。

「令和7年の火災・救急件数（九重町）」
問　玖珠消防署　警防係　☎ 0973-72-2141

　令和７年中に九重町内で発生した火
災件数は１５件でした。また、九重町
内の救急件数は５１９件で４５６人を搬送
しています。
　今後も火気の取扱いには十分注意し
ていただき、体調管理にも努めていた
だきたいと思います。
　火災・救急種別ごとの出動件数は
左記のとおりとなります。

こちらこちら
119番119番

火災種別毎の出動件数

種別 件数 前年比

建物火災 4 件 ＋ 1

林野火災 2 件 ＋ 1

車両火災 3 件 ＋ 2

その他火災 6 件 ＋ 2

計 15 件 ＋ 6

難聴者が聞き取りやすい話し方　コミュニケーションのコツ
●お問い合わせ　地域共生支援課　☎０９７３－７６－３８２１

シリーズ
『障がい福祉』

120

救急種別毎の出動件数

種別 件数 前年比

急病 325 件 － 10

一般負傷 122 件 － 15

交通事故 45 件 ± 0

その他 27 件 － 3

計 519 件 － 28
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